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今年も、申告に関する書類が届きはじめました。 
大切な書類です。きちんと保管しましょう。 

◎ 年末調整に関する諸用紙 

結婚した・子どもが生まれた等、扶養家族の届け 

◎ 生命保険・損害保険料控除等証明書 

◎ 住宅ローン残高証明書 

◎ 国民年金保険料の証明書 

申告にあわてないよう、医療費・国保料・介護保険料・労働保険料なども、日頃から整理

しておきましょう！また、年金をもらっている方は、『年金の源泉徴収票』も大切です。 
 
 

年末調整  給料所得者は、扶養家族・各種控除の申告書を提出します。 

事業主は提出を受けた申告書をもとに年税額を計算します。 

還付・不足税金を精算し税務署に納付します。 

 

須磨民商共済会 

バス旅行 
 

11月29日、32名の参加で徳島県の 

祖谷温泉ホテルかずら橋に行って 

きました。 
  

須 磨 民 商 N E W S 

～民商の共済会に加入して下さい～ 
  創立以来、のべ１２０万人余の加入者に750億円を超える共済金を届けてきました。支払われた 

共済金は会費収入の８割を超えほかの共済ではまねできないものです。 
※ 民商会員とその配偶者は年齢を問わず入院・通院中でも加入できます。 

※ 64才までの加入者は75才まで、連続3日以上の入院から入院見舞金と休業見舞 

金合わせて1日3000円を120日間受け取ることができます。 

※ 65才をすぎてからの加入でも60日まで見舞金を受け取ることができます。 

※ 75才の誕生日を迎えると長寿祝い金が5万円 

※ 1年に1回、2週間以上の安静が必要と診断されると安静加療見舞金5000円 

会費は前納制 月１０００円（詳しくは民商まで） 




